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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
最
低
賃
金
が
全
国
一
律
で
な
い
現
状
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
が
最
も
低
い
都
道
府
県
は
鳥
取
県
、
高
知
県
、
宮
崎
県
及
び
沖
縄
県

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
県
に
お
け
る
最
低
賃
金
額
は
六
百
九
十
三
円
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
が
最
も
高
い
都
道
府

県
は
東
京
都
で
あ
り
、
同
都
に
お
け
る
最
低
賃
金
額
は
九
百
七
円
で
あ
る
。
地
域
別
最
低
賃
金
は
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
及
び
賃
金
並
び

に
通
常
の
事
業
の
賃
金
支
払
能
力
（
以
下
「
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
等
」
と
い
う
。
）
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
ず
に
最
低
賃
金
を
「
全
国
一
律
に
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
」
こ
と

は
適
切
で
は
な
く
、
ま
た
、
「
都
市
と
地
方
の
最
低
賃
金
格
差
を
今
以
上
に
埋
め
る
こ
と
」
が
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、右
で
述
べ
た
よ
う
な
最
低
賃
金
に
つ
い
て
の
都
市
部
と
地
方
と
の
間
の
額
の
差
に
つ
い
て
は
、

地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
等
が
適
切
に
考
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
の
「
労
働
者
の
生
計
費
を
考
慮
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
労
働
者
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
生
活
保
護
に
係
る
施
策
と
の
整
合
性
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
地
域

別
最
低
賃
金
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
生
計
費
が
適
切
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
最
低
賃
金

一



を
生
活
保
障
の
観
点
か
ら
再
定
義
す
る
検
討
を
は
じ
め
る
」
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
先
進
主
要
七
箇
国
の
う
ち
最
低
賃
金
が
全
国
一
律
で
な
い
国
は
、
日
本
国
、
カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
低
賃
金
の
ほ
か
、
州
に
よ
っ
て
州
別
の
最
低
賃
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
都
市
と
地
方
の
最
低
賃
金
差
は
二
十
の
指
標
で
経
済
力
を
勘
案
し
て
決
め
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
い
て
は
、
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
改
定
の
目
安
に
つ
い
て

四
十
七
都
道
府
県
を
四
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
て
示
し
て
お
り
、
当
該
ラ
ン
ク
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
指
標
と
し
て
、

「
一
人
当
た
り
の
県
民
所
得
」
、
「
雇
用
者
一
人
当
た
り
の
雇
用
者
報
酬
」
、
「
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
二
人
以
上
世
帯
の

一
か
月
当
た
り
の
支
出
」
、
「
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
消
費
者
物
価
地
域
差
指
数
」
、
「
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
標
準
生

計
費
」
、
「
一
人
一
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
（
五
人
以
上
）
」
、
「
常
用
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額

（
五
人
以
上
）
」
、
「
常
用
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
（
中
位
数
）
（
一
〜
二
十
九
人
（
製
造
業
九
十
九

人
）
）
」
、
「
常
用
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
（
一
〜
四
人
）
」
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
女

性
労
働
者
の
一
人
一
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額
（
五
人
以
上
）
」
、
「
常
用
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
き
ま
っ
て
支
給
す

二



る
現
金
給
与
に
お
け
る
第
一
・
二
十
分
位
数
（
一
〜
四
人
）
」
、
「
一
人
一
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
に
お
け
る
第
一
・
二
十

分
位
数
（
五
〜
九
人
、
十
〜
二
十
九
人
）
」
、
「
常
用
労
働
者
一
人
一
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
に
お
け
る
第
一
・
二
十
分
位

数
（
一
〜
二
十
九
人
（
製
造
業
九
十
九
人
）
）
」
、
「
新
規
高
校
学
卒
者
の
初
任
給
（
十
人
以
上
）
」
、
「
中
小
・
中
堅
企
業

春
季
賃
上
げ
妥
結
額
（
千
人
未
満
）
」
、
「
一
就
業
者
当
た
り
年
間
製
造
品
出
荷
額
（
四
人
以
上
）
」
、
「
一
有
業
者
当
た
り

年
間
出
来
高
（
建
設
業
）
」
、
「
一
就
業
者
当
た
り
年
間
販
売
額
（
卸
売
業
、
小
売
業
）
」
、
「
一
就
業
者
当
た
り
年
間
事
業

収
入
額
（
一
般
飲
食
店
）
」
及
び
「
一
就
業
者
当
た
り
年
間
事
業
収
入
額
（
サ
ー
ビ
ス
業
）
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

経
済
指
標
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
労
使
の
代
表
を
含
む
「
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
目
安
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
全
員
協
議

会
」
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
最
低
賃
金
改
定
後
の
詳
細
な
影
響
の
検
証
を
す
る
こ
と
」
及
び
「
最
低
賃
金
で
働
く
こ
と
の
多
い
非
正
規
雇
用

の
声
を
よ
り
反
映
さ
せ
る
こ
と
」
の
具
体
的
な
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
地
域
別

最
低
賃
金
の
決
定
は
、
前
年
度
の
最
低
賃
金
の
引
上
げ
の
影
響
及
び
非
正
規
労
働
者
を
含
む
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
の
意
見

を
踏
ま
え
た
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
の
結
果
に
基
づ
き
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

御
指
摘
の
目
安
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
同
協
議
会
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
適
当

三



で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
前
回
の
見
直
し
の
検
討
に
係
る
報
告
書
は
平
成
二
十
三
年
二
月
十
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
回
の
見
直
し
の
検
討
は
、
同
協
議
会
に
お
い
て
、
平
成
二
十
六
年
に
開
始
さ
れ
、
見
直
し
の
検
討
に
係
る
報
告
書

を
本
年
度
内
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
を
当
初
目
指
し
て
い
た
が
、
本
年
一
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
同
協
議
会
に
お
い
て
は
、
当

初
目
指
し
て
い
た
本
年
度
内
の
取
り
ま
と
め
に
関
わ
ら
ず
に
慎
重
に
検
討
を
重
ね
、
関
係
者
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
取
り
ま
と

め
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


